
八木支所 地域総務課

八木支所 地域総務課 小西富夫

施設管理費

地域振興関連施設管理運営費

八木地域自治振興会館管理運営費

一般会計

42

2.総務費 - 1.総務管 - 9.地域振

　八木管内には、５地区の自治振興会館が設置されており、各地域のコミュニティ活動の拠点として利用され

ている。その施設の貸し出や清掃業務等については各地域で構成されている自治会・区長会等に委託してい

る。

　西地区、南地区、北地区、神吉地区は、地元地域に指定管理委託

　東地区は、八木町森林組合に管理委託　

修繕料　　　　　　　　1,338,875円

光熱水費　　　　　　　　166,933円

浄化槽保守点検　　　　　123,585円

管理委託料（５施設）　1,356,000円

その他　　　　　　　　　120,653円

・５施設の管理運営

　　指定管理４施設、施設管理１施設

・利用状況

　　西地区 206回、南地区 431回、北地区 210回、神吉地区198回、東地区 34回

事 業 名

細事業名

事業分類

会 計 科 目

政策体系

１１１１....事業事業事業事業のののの概要概要概要概要

２２２２....事業事業事業事業のののの目的目的目的目的とととと必要性必要性必要性必要性

３３３３....事業費事業費事業費事業費のののの推移推移推移推移

４４４４....主主主主なななな事業費事業費事業費事業費のののの内訳内訳内訳内訳

５５５５....事業結果事業結果事業結果事業結果のののの概要概要概要概要

平成23年度　　事業評価（事業活動記録）

事業No. 956

現年

所管部局

評価表作成者

①施策で目指す目標との関連付け

住民の福祉の向上と地域振興を図り、もって行政の円滑な推進に質する。

②事業を実施する必要性

自治振興会館の管理を地元地域に委託することにより、地域コミュニティ活動の拠点としての利用を図る。

1,912決算額または計画額

財

源

内

訳

うち一般職・嘱託職・臨時職の

給与および共済費等

使用料・手数料等

国 ・ 府 支 出 金

地 方 債

一 般 財 源

職 員 等 の 従 事 人 員

人 件 費

事 業 費 総 額

1,637 1,808 3,106 6,172 2,072 2,072
単 位

人 /年

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

0 0 0 0 0 0 0
244 242 246 242 243 240 240

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

1,668 1,396 1,562 2,864 5,929 1,832 1,832
0.05
401

3,507

平19決算 平20決算 平21決算 平22決算 平23予算 平24計画 平25計画

－

－

－

千円未満を四捨五入し表示しているので、合計等が一致しない場合がある。

※事業費を要しない場合は「0」、事業を実施しない場合は「空白」で表示。

※
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　自治振興会館を地域コミュニティの活動拠点としての利用を図るため、地元への管理委託をしているところ

である。この施設の内、東地区・神吉地区自治振興会館の老朽が著しく、地域コミュニティの活動拠点として

利用を進めるには困難な状況であり、特に神吉地区は災害時の臨時避難所にもなっており、地質調査を終え、

安全対策を含め検討する必要がある。あわせて東地区の施設整備を必要とする。

６６６６....活動活動活動活動のののの詳細詳細詳細詳細

７７７７....所属長評価所属長評価所属長評価所属長評価〔平成20年度から改善した点、今後の展開など〕

【【【【参考参考参考参考】】】】過年度過年度過年度過年度のののの評価評価評価評価

■平成22年度の所属長評価

■平成21年度の所属長評価

①施設管理

南地区自治振興会館のエアコンを修繕を実施。

北地区自治振興会館の屋上（一部）防水修繕を実施。

浄化槽保守点検・消防設備点検の実施。

４月～３月 安全で快適な施設として利

用できるようになった。
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